
軽井沢町に寄附をさ

れるとお住まいの自

治体の住民税と所得

税の控除が受けられ

ます。 

さわやか軽井沢ふるさと寄附金の流れ等 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽井沢町のふるさとづく

りへ応援いただける方 

軽井沢町 
① 寄附金の申込み（郵送、 

  FAX、電子メール等） 

② 納入通知書を郵送します。 
金融機関（別添の寄

附金の払込みをご参

照ください。） 

 
③ 寄附金の納付 

④ 領収書 

住所地の所轄税務署 

 

⑤ 確定申告 

（④の領収書を添付のうえ、申告） 

⑥ 所得税の還付 

連絡 

⑦ 住民税の税額控除（控除後の税額
で翌年度の税額が課税） 

住所地の市区町村 

 

行政機関等が行う手続き 

寄附を行っていただく方の手続き 

軽井沢町への寄附の流れ等は次のようになります 。 

 

※寄附金控除を受けるためには、寄附をした方が、上記の図のとおり都道府県・市区町村が発行する

領収書（寄附受領書）等を添付して確定申告をしていただく必要があります。 

（所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、住所地の

市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。） 

ワンストップ納税を希望される方は、こちらをご覧ください。 

 

 

 

https://icity.elg-front.asp.lgwan.jp/karuizawawww/www/contents/1508982527019/simple/onestopimage.pdf

